
 

 
 

１ 融資枠 
  コロナの長期化、物価高等による厳しい経営環境下で、急な資金需要に迅速に対応できるセーフ
ティネットとしての役割を継続するため、令和4年度に引き続き融資枠5,000億円を確保します。 

 

２ 令和５年度のコロナ対策資金 

  ゼロゼロ融資の返済本格化に伴う借換需要の増加や、過剰債務による事業再生等の資金需要に対

応するため、「伴走型経営支援特別貸付」及び「企業再生貸付（コロナ対応）」を実施するとともに、

その他のコロナ対策資金も当面の間継続します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ スタートアップ企業への支援強化 

創業間もない「スタートアップ企業」支援のため、起業をためらう原因となる創業時借入の際の

経営者保証を不要とする「スタートアップ創出促進保証」の創設に合わせて、「新規開業貸付（経営

者保証免除貸付）」の融資対象条件を見直します。 

区 分 改正前 改正後 

新規開業貸付（限度額：3,500万円）  

 
経営者保証免除 
貸付 

・取扱金融機関から、経営者保証なし
のプロパー融資を融資申込時まで、
又は同時に受けること 

・限度額：500万円 

・税務申告1期未終了の場合は、創業資
金総額の1/10以上の自己資金を有する
こと 
※保証料率は、創業関連保証の保証料率
に0.2%上乗せ 

・限度額：3,500万円 

 

３ 信用保証制度に合わせた要件見直し   

  特定の保証制度の利用を想定した貸付メニューについて、利用者が分かりやすいよう、保証制度

に合わせた要件見直しを実施します。 

貸付名称 対応する保証 
要件 

改正前 改正後 

新規開業貸付 
・創業関連保証 
・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ創出促進保証 

新たに事業を開始する者、又は営
業開始後１年未満の者 

新たに事業を開始する者、又は事
業開始後５年未満の者 

再挑戦貸付 ・再挑戦支援保証 
再起業する者、又は再起業してか
ら６ヶ月未満の者 

再起業する者、又は再起業してか
ら５年未満の者 

企業再生貸付 ・経営改善ｻﾎﾟｰﾄ保証 等 限度額：２億円 限度額：２．８億円 

 令和５年度兵庫県中小企業融資制度の主な変更点 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ(SN)保証の別枠
利用

0.7%
(0.8% ※2)

2.8億円
10年(2年)

以内

迅速な融資審査
金融機関所定
(0.8% ※2)

5,000万円

県制度融資の借換
0.7%

(0.8% ※2)
2.8億円

保証料の一部補助、金融
機関の伴走支援により早
期の経営改善を促進

0.9%
(0.2% ※3)

1億円
10年(5年)

以内

保証料の一部補助、特に
経営状況の苦しい事業者
への再生支援

経営改善
ｻﾎﾟｰﾄ保証

0.9%
(0.2%)

2.8億円
15年(5年)

以内

R5.4.1～
当面の間
（※1）

（※1）実施期間の終期については、SN保証4号の指定期間延長に合わせて延長
                                 SN保証4号の指定期間終了とともに終了予定
（※2）SN保証を利用する場合（一般保証を利用する場合：第5区分で1.15%）
（※3）SN保証を利用する場合（一般保証を利用する場合：第5区分で0.60%）

R5.4.1～
R6.3.31

① 新型コロナウイルス
   対策貸付

② 経営活性化資金

資　 金   名 実施期間 概　要 信用保証
融資利率

(保証料率)
融　資
限度額

融資期間
(据置期間)

10年(1年)
以内

③ 借換等貸付

⑤ 企業再生貸付
　（コロナ対応）

④ 伴走型経営支援特別
　 貸付

一般保証
SN保証4号
SN保証5号



 

４ 貸付メニューの整理   

○「拠点地区進出貸付」の廃止（産業立地条例の改正(R5.4月施行)により、拠点地区制度を廃止） 

※新条例に定める重点立地促進事業を対象に、「設備投資促進貸付」の融資限度額及び融資期間

を拡充します。 

設備投資促進貸付 改正前 改正後 

対象者 
①設備の新設・更新 
②BCPに基づく防災関連対策 
③ホテルの新築又は改修 

①～③同左 
④県（地域産業立地課）の確認を受け、県が定
める重点立地促進事業を行う者 

融資限度額 
①：３億円 
②：15億円 
③：30億円 

①～③同左 
④：100億円（拠点地区進出貸付並） 

融資（据置）期間 
① ：10（2）年以内 
②③：15（2）年以内 

①～③同左 
④：15（2）年以内（拠点地区進出貸付並） 

  ○ 「経営力強化貸付」の廃止  

  ○ 「こうべ挑戦企業支援貸付」の廃止 

 

５ 金利の見直し 

 令和３年４月の前回改定時と比較し、長期プライムレートが上昇していることを踏まえ、貸出 

金利を引き上げます。（コロナ対策資金の金利は据え置き） 

資金名 金利見直し(一律＋0.2％) 

長期資金、短期資金、借換等貸付 1.50% ⇒ 1.70% 

小規模無担保貸付、企業再生貸付、こうべ小規模 1.40% ⇒ 1.60% 
特別小規模貸付、こうべ無担保、こうべおうえん、 
こうべ若者支援貸付 

1.20% ⇒ 1.40% 

事業応援貸付 1.10% ⇒ 1.30% 

設備投資促進貸付、事業承継支援貸付 0.90% ⇒ 1.10% 

経営円滑化貸付 0.80% ⇒ 1.00% 

新規開業貸付、再挑戦貸付 0.60% ⇒ 0.80% 

伴走型経営支援特別貸付、企業再生貸付(コロナ対応)    0.90%（据え置き） 
経営円滑化貸付(ｺﾛﾅ対策貸付)、借換等貸付(ｺﾛﾅ対策)、 
経営活性化資金(ｺﾛﾅ対策) 

      0.70%（据え置き） 

 

６ 「経営円滑化貸付（原油価格・原材料価格高騰）」にかかる要件緩和（当面の間延長） 

 

区 分 要件緩和前 要件緩和後 

経営円滑化
貸付（原油価
格高騰） 

県内で１年以上同一事業を営む中小企業者等
で、次の全てに該当する者 
①売上原価のうち、原油等の仕入価格が20%以
上を占める 

②最近１か月間の原油等の平均仕入単価が、前
年同期比で20%以上上昇 

③価格の引き上げが困難であるため、最近３か
月間の平均売上高に占める原油等の平均仕
入価格の割合が、前年同期比で上昇 

①、② 同左 

③価格の引き上げが困難であるため、最
近３か月間（当面の間、「最近１か月
間」での算定も可とする）の平均売上
高に占める原油等の平均仕入価格の割
合が、前年同期比で上昇 

経営円滑化
貸付（原材料
価格高騰） 

県内で１年以上同一事業を営む中小企業者等
で、次の全てに該当する者 

①最近３か月間の売上原価が、前年同期比で
10%以上増加 

②最近３か月間の売上総利益（粗利益）が、前
年同期比で減少 

①最近３か月間の売上原価が、前年同期
比で10%以上増加 

②最近３か月間の売上総利益（粗利益）
が、前年同期比で減少 

（当面の間、いずれも「最近１か月間」
での算定も可とする） 


